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台湾税務および投資法令アップデート 
2018年11月 

所得税法 

多国籍企業は国別報告書およびマスターファイルの提出期限に留意 

多国籍企業グループの台湾子会社(台湾支店を含む)は、国別報告書およびマスターファイル

の作成要件を満たす場合、決算日後1年以内に所在地の税務機関に提出することが義務付け

られています。例えば、会計年度が12月決算の場合は、年末(2018年12月31日)が提出期限と

なりますので、留意が必要です。 

「自由貿易港区設置管理条例」第 29 条、「国際空港園区発展条例」第 35 条の改正

草案 

2018 年 10 月 11 日に「自由貿易港区設置管理条例」第 29 条および「国際空港園区発展条

例」第 35 条の改正草案が行政院から立法院に提出され、租税優遇措置の適用対象、業務形態

および免税枠が改正されるほか、移行措置が新設される予定です。今回の改正草案の焦点を

まとめると次の表のとおりとなります。 

項 目 現 行 草 案 

免税適用対象 外国営利事業者またはその台湾支店 台湾内で準備的または補助的活動の

みを行う台湾内外の営利事業者(注1) 

免税対象業務 貯蔵および簡易加工 購買、輸入、貯蔵または運送 

免税枠 台湾外への輸出：輸出売上高全額が

免税 

台湾内での販売：台湾内外の売上高

総額の10%以内が免税(注2) 

台湾内での販売、台湾外への輸出を

問わず、売上高全額が免税 

適用期間(期限) 草案が可決された場合、改正前に認

定を受けた案件の課税免除期限は

2021年12月31日まで 

2019年度の法人税決算申告より適用 

注1 ：準備的または補助的な活動のみ行う営利事業者であるかどうかは、営利事業者の全体

の業務活動から見て必要で重要な部分に該当する活動であるかどうかにより判断する。

例えば、物品の製造が主要業務である営利事業者が、台湾内で物品の貯蔵、展示また

は運送のみ行い、その主な業務(例えば、契約の締結、生産または製造、研究開発)を行

わない場合、台湾内で準備的または補助的な活動のみ行う営利事業者に該当する。物

流・運送を主要業務とする営利事業者が台湾内で顧客のために行う貯蔵または運送の

場合は、準備的または補助的な活動のみ行う営利事業者には該当しない。 

注2：台湾内での販売による売上高／当年度の台湾内外の売上高総額により計算する。 
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財政部が 2018 年 11 月 7 日に「営利事業者の免税所得に係る原価費用および損失の

配賦規定」の改正条文を公布 

改正のポイントは次の表の通りです。 

改正の内容 施行日 

2016年1月1日より施行された「房地合一」税(不動産取引所得税)制に

合わせ、次のように改正。 

・「房地合一」新税制においても所得税が免除される土地、土地の改良

物(所得税法第4条の5)は、本規定を適用する。 

2018年度より 

2010年4月13日付台財税09800577170号通達における解釈が盛り込ま

れた。 

1. 建物および土地、有価証券の売買および先物取引を本業とする営利

事業者の固定資産となる土地の購入資金および明確に帰属できる

支払利息は、配賦計算に入れない。 

2. 支払利息の配賦計算式の分母である「全体の運用可能資金」のうち

「自己資金」がマイナスである場合、ゼロとして計算する。 

3. 株主からの借入金は、固定資産となる土地の購入に指定された場合

を除き、利息計算の有無を問わず、いずれも「全体の運用可能資金」

の「借入資金」に算入する。 

2018年度より 

2018年2月7日付台財税10604628600号通達における解釈が盛り込ま

れた。 

・売却する有価証券が債券に該当する場合は、「免税の債券取引の純損

益絶対額」を選択し、配賦すべき支払利息を計算できる。 

未認定・未確定

案件であれば、

適用可能 

会社法 

毎年定期的に中央管轄官庁が設置または指定するプラットフォームで利害関係者に

関する情報を申告必要 

行政院は、2018年8月1日に総統により公布された改正会社法について、その施行日を11月1

日と指定しました。改正会社法第22条の1に定める、毎年定期的に中央管轄官庁が設置また

は指定するプラットフォームでの申告が必要との規定について、次のようにポイントを説明

しています。  

一、 申告のタイミング 

1. 初回申告：2018年11月1日から2019年1月31日まで。申告時の最新情報に基づく。 

2. 定期申告：2020年より毎年3月1日から3月31日までに前年度12月31日現在の情報を

申告。 

3. 変更申告：変更時は15日以内に申告。 
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二、 取締役、監査役、経理人および保有する発行済株式総数または資本総額が10%を超過す

る大株主に関する情報の申告義務 

1. 氏名または名称。 

2. 国籍。 

3.  生年月日または設立登記年月日。 

4. 身分証明書番号または統一番号。 

5. 持株数または出資額。 

6. その他中央管轄官庁の指定する事項。 

三、 申告義務者：会社を代表する責任者。 

四、 委任代理人：後日管轄官庁による検査、または権利と責任関係を明確にさせるため、委

任代理人の人数は1人とする。 

五、 適用しない会社 

1. 国営事業管理法第3条第1項に定める会社。 

2. 株式公開発行の股份有限公司(株式会社)。 

3. その他中央管轄官庁ならびに法務部により公告された会社。 
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